
資料３ 

いじめ問題に関する町及び教育委員会の対応について 

 

１ いじめ等の把握について 

（１）いじめ・不登校月例報告 

  ・各校から教育委員会に、毎月、いじめに関する月例報告が提出されてい

る。「新たに発覚した件」「継続指導中の件」について学校に報告を求め

確認を行っている。 

（２）いじめアンケート 

  ・各校で毎学期いじめアンケートを行い、実態を把握している。 

 

２ いじめ防止対策推進法に基づく対応 

（１）松伏町いじめ問題対策連絡協議会  

   開催日時：平成２８年６月２７日（月）１４時～ 

   委員名簿：１１名 

   協議内容：松伏町いじめ防止等のための基本方針について 

        松伏町内小中学校のいじめ等の状況について  

        関係機関のいじめ防止等に関する対応について 

（２）松伏町いじめ問題対策委員会 

   委員５人以内をもって組織する。委員は、教育、法律、医学、福祉等に

関し、専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

任期は２年間となる。今後、人選を進め８月以降、委員を委嘱し２回の会議

を行う。また、重大事態が発生した場合は、臨時会を行う。 

（３）松伏町いじめ問題再調査委員会 

委員５人以内をもって組織する。委員は、法律、医学、心理、福祉等に

関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。重大事

態が発生した場合、町長の諮問に応じて委員を委嘱する。 

 

３ 総合教育会議における対応（地方教育行政の組織及び運営に関する法律）  

  総合教育会議では、「児童、生徒等の生命又は身体の保護等緊急の場合に構

ずべき措置」について、協議・調整を行う。 

協議・調整の例 首長の判断により、緊急に総合教育会議を開いて、講ずべ

き措置について教育委員会と協議・調整を行うことが可能。 

 

４ 重大事態への対処について 

 重大事態とは・・・いじめによって 

① 命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき。 

 ②相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき。 

 対処について 

 重大事態が発生した場合は、学校は教育委員会に、教育委員会は町長に報告

する。（※調査の主体と組織、実施の流れについては、別紙参照） 


